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(57)【要約】
【課題】超音波画像を用いた検査にあたって、超音波画
像が当該検査を行うための適切な画像であるか否かを評
価する。
【解決手段】画像形成部１８は、検査に用いるための超
音波画像（評価対象画像）であるＢモード画像を形成す
る。画像評価部２２は、ユーザ入力に従って、評価対象
画像が用いられる検査法を特定する。画像評価部２２は
、複数の検査法と複数の評価項目が対応付けられた評価
項目テーブル２６を参照し、特定された検査法に対応付
けられた１または複数の評価項目（選択評価項目）を特
定する。画像評価部２２は、１または複数の選択評価項
目の観点から評価対象画像を個別的に評価し、１または
複数の評価値を算出する。そのような評価結果が表示さ
れ、あるいは、そのような評価結果に基づいて装置動作
条件が自動的に変更される。
【選択図】図１



(2) JP 2016-41117 A 2016.3.31

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ選択された検査法に従って、１または複数の評価項目からなる評価項目セットを
特定する評価項目特定手段と、
　前記検査法において利用される超音波画像を評価対象画像として評価する手段であって
、前記評価項目セットに含まれる各評価項目について評価対象画像の評価を行い、１また
は複数の評価結果からなる評価結果セットを生成する画質評価手段と、
　を備えることを特徴とする、超音波診断装置。
【請求項２】
　前記評価結果セットに基づいて、評価結果をユーザに提供する結果提供手段、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記評価結果セットに基づいて、前記超音波画像の画質の変更をもたらす画質変更処理
を行う画質変更処理手段、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記評価項目特定手段は、
　複数の検査法と複数の評価項目との対応関係を示す対応関係情報を記憶した記憶部と、
　前記対応関係情報に基づいて、前記ユーザ選択された検査法に従って前記評価項目セッ
トを特定する手段と、
　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記結果提供手段は、前記評価結果セットを示す評価情報を表示部に表示させる、
　ことを特徴とする、請求項２に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に関し、特に各種検査法に用いられる超音波画像を形成する超
音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体に対して超音波を送受波し、これにより得られた複数のビー
ムデータに基づいて超音波画像を形成する装置である。超音波診断装置は、例えばＢモー
ドやドプラモードといった各種の動作モードを備えている。そして、動作モードに応じた
超音波画像が形成される。超音波診断装置により形成される超音波画像の種類は様々であ
るが、代表的な画像として被検体内の組織の断面を映し出すＢモード画像がある。Ｂモー
ド画像は、様々な検査法において用いられる。例えば、超音波診断装置は各種の計測機能
（例えば距離計測機能、面積計測機能）を備えており、選択された計測機能はＢモード画
像上において実行される。また、ドプラ計測においては、Ｂモード画像上において組織の
運動速度（例えば血流速度）を計測したい位置が指定される。本明細書において用いられ
る「検査法」の用語は、例えばＢモードやドプラモードといった動作モード、ストレスエ
コーやトラッキングといった検査種別、超音波画像上での面積や距離といった特定の計測
を含む計測種別を含む概念である。
【０００３】
　超音波画像において、ノイズが多いなど画質に問題がある場合や、検査に必要な組織断
面が正しく映し出されていないなど超音波画像の内容が不適切である場合などには、これ
らの超音波画像を用いて適切な検査を行うことができない。つまり、適切な検査を行うた
めには、適切な超音波画像を用いて行う必要がある。
【０００４】
　なお、特許文献１には、フレーム（１フレーム分のビームデータ）毎にユーザがその重
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要度を示すランクを付し、当該ランクに応じてストレスエコー検査に用いるためのフレー
ムを識別して保全することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３０４７５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　処理の効率化の観点から、あるいは判断の一貫性の観点から、超音波画像が検査に用い
るのに適切な画像であるか否かの判定を自動的に行うのが好ましい。この場合は、ある一
定の評価基準を設け、当該評価基準と超音波画像を比較することで当該超音波画像が検査
に用いるのに適切な画像であるかを評価することになる。しかし、超音波画像を用いた検
査には様々な種類があり、検査毎に評価基準が異なる場合がある。例えば、ある検査に用
いるのであれば適切な超音波画像であっても、他の検査を行うにあたっては全く使えない
という場合があり得る。したがって、超音波画像がどのような検査に用いられるのかを考
慮しない画一的な評価基準では、超音波画像が検査に用いるのに適切な画像であるか否か
の判定を適切に行うことができない。
【０００７】
　本発明の目的は、超音波画像を用いた検査を行うにあたり、超音波画像が当該検査を行
うために適切な画像であるか否かを評価することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る超音波診断装置は、ユーザ選択された検査法に従って、１または複数の評
価項目からなる評価項目セットを特定する評価項目特定手段と、前記検査法において利用
される超音波画像を評価対象画像として評価する手段であって、前記評価項目セットに含
まれる各評価項目について評価対象画像の評価を行い、１または複数の評価結果からなる
評価結果セットを生成する画質評価手段と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　上記構成によれば、ユーザ選択された検査法に従って、当該検査法で用いる評価対象画
像を評価するための１または複数の評価項目が適応的に特定されるので、検査法ごとに最
適な評価基準を適用できる。すなわち、超音波画像に対して一律の評価基準を適用するの
ではなく、選択された検査法から要求される画質を追求することが可能となる。検査法に
従って特定される評価項目は、当該検査法を実施するにあたり評価対象画像において重視
される項目である。つまり、超音波画像が、検査法に従って特定された評価項目において
ある一定の評価が得られれば、当該超音波画像は少なくとも当該検査法において用いるの
に適した画像だと判断できる。
【００１０】
　望ましくは、前記評価結果セットに基づいて、評価結果をユーザに提供する結果提供手
段、をさらに含むことを特徴とする。評価結果セットをユーザに提供することで、ユーザ
は検査に用いる超音波画像がどの評価項目において評価が低かったのかを把握可能となる
。これにより、ユーザは例えばプローブの被検体への当て方を変更したり超音波画像のゲ
インやコントラストを変更したりするなど、超音波画像を当該検査法に適した画像とする
ための処置を適切にとることができる。評価結果とともに、超音波画像を検査に適した画
像とするための処置の例をコメント等の態様で表示するのも好適である。
【００１１】
　望ましくは、前記評価結果セットに基づいて、前記超音波画像の画質の変更をもたらす
画質変更処理を行う画質変更処理手段、をさらに含むことを特徴とする。画質変更処理手
段によれば、超音波画像を検査に適した画像とするための処置を自動的に行うことができ
る。例えば、超音波画像の評価項目に組織境界明りょう性があり、それについての評価が
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低い場合には、画質変更処理手段により、超音波画像の明りょう性を上げるためにゲイン
やコントラストが自動調整される。
【００１２】
　望ましくは、前記評価項目特定手段は、複数の検査法と複数の評価項目との対応関係を
示す対応関係情報を記憶した記憶部と、前記対応関係情報に基づいて、前記ユーザ選択さ
れた検査法に従って前記評価項目セットを特定する手段と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　望ましくは、前記結果提供手段は、前記評価結果セットを示す評価情報を表示部に表示
させる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、超音波画像を用いた検査にあたって、超音波画像が当該検査を行うた
めの適切な画像であるか否かを評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態に係る超音波診断装置の構成概略図である。
【図２】評価項目テーブルの例を示す図である。
【図３】画質評価結果が表示部に表示される例を示す図である。
【図４】本実施形態に係る超音波診断装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定され
るものではない。
【００１７】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０の構成概略図である。超音波診断装置１
０は、一般に病院などの医療機関に設置され、被検体に対して超音波診断を実行する医療
上の機器である。超音波診断装置１０においては超音波画像が形成され、当該超音波画像
は様々な検査に用いられる。
【００１８】
　超音波診断装置１０は複数の動作モードを有し、例えばユーザ選択などにより選択され
た動作モードで動作する。動作モードとしては、例えば、超音波画像として被検体の組織
の断層画像であるＢモード画像が形成されるＢモード、被検体内の指定された位置におけ
る血流速度などを計測するドプラモード、あるいは被検体内の血流分布が示されるカラー
ドプラ画像が形成されるカラードプラモードなどがある。
【００１９】
　超音波診断装置１０で形成される超音波画像は様々な検査に用いられる。超音波画像を
用いた検査としては、例えば、Ｂモード画像を用いて被検体内におけるある２点間の距離
を計測する距離計測、あるいは、心臓の断面についてのＢモード画像であって複数心拍分
における心臓の拍動の様子を示す動画像であるＢモード画像において心臓の拍動に応じて
所定の点のトラッキングを行うトラッキング計測などがある。また、ドプラ計測やカラー
ドプラ計測においてもＢモード画像が形成され、検査にＢモード画像が用いられる。例え
ば、ドプラモードにおいては、Ｂモード画像おいて血流速度などの計測位置が指定され、
カラードプラモードにおいては血流分布を示すカラーイメージがＢモード画像に重畳して
表示される。
【００２０】
　以下、超音波診断装置の具体的構成について詳述する。プローブ１２は、被検体に対し
て超音波の送受波を行う超音波探触子である。プローブ１２は複数の振動子からなる振動
子アレイを有している。振動子アレイに含まれる各振動子は、送受信部１４からの各振動
子に対応する複数の送信信号によって振動して超音波ビームを発生する。また、振動子ア
レイは送受波領域からの反射エコーを受信し、音響信号を電気信号である受信信号に変換
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して送受信部１４へ出力する。
【００２１】
　送受信部１４は、プローブ１２が有する複数の振動子を励振する複数の送信信号をプロ
ーブ１２へ送ることで、プローブ１２において超音波を発生させる。例えばＢモード画像
を形成する場合、送受信部１４は、反射エコーを受信した複数の振動子から得られる複数
の受信信号を整相加算処理して、超音波ビームの走査方向に並ぶビームデータを形成する
。また、被検体組織内の所定の位置の組織運動の速度（例えば血流速度）を計測するドプ
ラモードにおいては、送受信部１４は、計測位置に対して繰り返し超音波を送受波させる
。すなわち、送受信部１４は、選択された動作モードに応じて、超音波の送受信条件を変
更する。計測対象位置ビームデータは、深さ方向に並ぶ複数の反射エコー信号により構成
される。このように、送受信部１４は、送信ビームフォーマと受信ビームフォーマの機能
を備えている。
【００２２】
　また、送受信部１４は、複数の受信信号に基づいて形成されるビームデータに対してゲ
イン調整処理を行う。一般的に、被検体の深度が深いところからの反射エコーの信号強度
が弱くなってしまうため、これを補正すべく、反射エコーが得られた深度に応じて信号強
度の調整（ゲイン調整）を行う。また、後述のパラメータ設定部２０からの信号に基づい
て全体の調整ゲイン量を変更するようにしてもよい。
【００２３】
　シネメモリ１６は、送受信部１４からの複数のビームデータを記憶する。シネメモリ１
６は、例えばリングバッファのような構造を有しており、時系列順で入力される各ビーム
データを順次格納する。シネメモリ１６は、最新から過去一定期間に亘るビームデータを
記憶することができる。本実施形態では、シネメモリ１６に複数フレーム分のビームデー
タを蓄積することで、超音波画像の評価を事後的に行うことができる。すなわち、例えば
ストレスエコー検査のように、限られた時間の中で迅速にビームデータを取得しなければ
ならない場合、先に複数フレーム分のビームデータを取得しシネメモリ１６に蓄積してお
き、後にシネメモリ１６に蓄積されたビームデータから複数の超音波画像を形成して、そ
の中から検査に適した超音波画像を選択することができる。
【００２４】
　画像形成部１８は、例えばデジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）などであり、送受信
部１４からのビームデータに基づいて超音波画像を形成する。あるいは、画像形成部１８
はシネメモリ１６からビームデータを読み出して超音波画像を形成するようにしてもよい
。１枚の超音波画像は、複数のビームデータである１フレーム分のビームデータにより形
成される。
【００２５】
　画像形成部１８において形成される超音波画像としては、被検体内の組織の断層画像で
あるＢモード画像、被検体内の血流運動が示されるカラードプラ画像などが含まれる。ま
た、ある位置における血流等の組織運動の速度を計測するドプラ計測を行う場合には、画
像形成部１８は計測位置における組織運動を示すドプラ波形を形成する。組織画像形成部
１８により形成される画像の種類は、ユーザが入力する検査法に基づいて自動的に決定さ
れる。
【００２６】
　画像形成部１８は、時系列に並ぶビームデータから順次静止画を形成し、これを時系列
的に並べ連続的に表示させることにより動画像を形成する。また、当該動画像から所定の
フレームを切り出し、静止画像を取得するようにしてもよい。動画像は、例えば心臓の拍
動の様子を計測するトラッキング計測において好適に利用される。画像形成部１８が静止
画を形成するか動画像を形成するかは、ユーザが入力する検査法に基づいて決定される。
【００２７】
　パラメータ設定部２０は、画像形成部１８により形成される超音波画像の画質に関する
パラメータを設定する。例えば、パラメータ設定部２０はゲインに関するパラメータを設
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定する。パラメータ設定部２０により設定されたゲイン値に基づいて、送受信部１４は、
形成したビームデータに対してゲイン調整を行う。例えば、超音波画像全体の輝度を上げ
るあるいは下げるようにゲイン調整が行われる。また、ゲイン調整は、超音波画像が形成
された後の表示段階において行われてもよい。この場合は、後述の表示制御部２８がパラ
メータ設定部２０により設定されたゲイン値に基づいて形成された超音波画像の輝度を上
げるあるいは下げるようにゲイン調整を行う。また、パラメータ設定部２０はコントラス
トに関するパラメータを設定してもよい。これにより超音波画像のコントラストを設定す
るようにしてもよい。コントラスト調整は超音波画像の形成後に表示制御部２８において
行われる。パラメータ設定部２０により設定されるパラメータは入力部３２から入力され
るユーザ指示に基づいて決定される。あるいは、後述の画像評価部２２の評価に応じて、
超音波画像の画質に関するパラメータが設定されるようにしてもよい。
【００２８】
　画像評価部２２は、画像形成部１８が形成した超音波画像の評価を行う。以下、画像評
価部２２による評価の対象となる超音波画像を「評価対象画像」と記載する。本実施形態
では評価対象画像となるのはＢモード画像（静止画および動画を含む）である。画像評価
部２２による評価は、評価対象画像を用いて行われる検査にあたって、評価対象画像が当
該検査に必要な要件を満たしているか否かを判断するものである。画像評価部２２による
評価対象画像の評価は、ビームデータの取得後直ちに（リアルタイムに）行うようにして
もよいし、シネメモリ１６に蓄積されたビームデータ（から形成される評価対象画像）に
対して事後的に行うようにしてもよい。超音波診断装置１０においては、検査法毎に評価
対象画像に必要とされる要件が異なることを考慮し、各検査法に適した評価基準において
評価対象画像の評価を行う。
【００２９】
　画像評価部２２は、まず画像形成部１８が形成した評価対象画像が用いられる検査法を
特定する。上述の通り、検査法とは、例えばＢモードやドプラモードといった動作モード
、ストレスエコーやトラッキングといった検査種別、評価対象画像上での面積や距離とい
った特定の計測を含む計測種別を全て含む概念である。検査法は、入力部３２からユーザ
により入力される。例えばトラッキング計測を行う場合、ユーザは、表示部３０に表示さ
れた検査法一覧の中からトラッキング計測を選択するなどして検査法を入力する。
【００３０】
　画像評価部２２は、ユーザ入力された検査法を特定すると、当該検査法に対応付けられ
た１または複数の選択評価項目を特定する。評価項目は、例えばノイズ量、組織境界明り
ょう性などの評価対象画像の画質に関わるものの他、Ｂモード画像における断面位置正確
性などの評価対象画像に映し出された内容に関するものも含む。検査法に従って特定され
る選択評価項目は、複数ある評価項目のうち、当該検査法を実施するにあたり評価対象画
像において評価が高いことが必要とされる項目である。本実施形態では、画像評価部２２
は、ハードディスク、ＲＯＭ、あるいはＲＡＭなどにより構成される記憶部２４に記憶さ
れている評価項目テーブル２６を参照して選択評価項目を特定する。
【００３１】
　評価項目テーブル２６は、複数の検査法と複数の評価項目との対応関係が示されるテー
ブルである。評価項目テーブル２６はユーザなどによって予め用意される。評価項目テー
ブル２６においては、１つの検査法に対して１または複数の評価項目が対応づけられてい
る。画像評価部２２は、ユーザ入力により特定された検査法をキーとして評価項目テーブ
ル２６を参照し、当該検査法に対応づけられた選択評価項目を特定する。
【００３２】
　画像評価部２２は、特定した１または複数の選択評価項目について、評価対象画像の評
価を行う。画像評価は選択評価項目毎に行い、本実施形態では、選択評価項目毎に評価対
象画像の評価値を算出し、予め定められた閾値と比較することで評価を行う。画像評価部
２２による評価の結果は表示部３０に表示される。本実施形態では、選択評価項目毎の評
価結果が表示部に表示される。また、画像評価部２２の結果に応じてパラメータ設定部２
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０のパラメータ設定値を変更するようにしてもよい。例えば、評価対象画像の組織境界が
明りょうでない場合にはこれを明りょうにするようゲイン値やコントラスト値を変更する
。評価項目テーブル２６の詳細および画像評価部２２による評価処理の詳細については、
図２を用いて後述する。
【００３３】
　表示制御部２８は、画像形成部１８が形成した超音波画像、および画像評価部２２の評
価結果を示す評価情報などを表示部３０に表示させる表示処理を行う。入力部３２は、例
えばボタン、スイッチ、およびトラックボールなどであり、ユーザの指示を超音波診断装
置１０に入力するためのものである。
【００３４】
　本実施形態では、超音波診断装置１０において評価対象画像の評価を行うが、超音波診
断装置からパーソナルコンピュータ（ＰＣ）に対して受信信号あるいは評価対象画像を転
送し、ＰＣにおいて評価対象画像の評価を行うようにしてもよい。
【００３５】
　なお、図１に示す各構成（符号を付した各部）のうち、画像形成部１８、パラメータ設
定部２０、画像評価部２２、表示制御部２８の各部は、例えば電気電子回路やプロセッサ
等のハードウェアを利用して実現することができ、その実現において必要に応じてメモリ
等のデバイスが利用されてもよい。また、上記各部に対応した機能が、ＣＰＵやプロセッ
サやメモリなどのハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（
プログラム）との協働により実現されてもよい。表示部３０の好適な具体例は液晶ディス
プレイなどである。制御部３４は、例えば、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェ
アと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により
実現することができる。
【００３６】
　以下、図１を参照しながら図２を用いて、画像評価部２２の処理内容および評価項目テ
ーブル２６について説明する。図２は、評価項目テーブル２６の例を示す図である。図２
の例においては、「容積・面積・距離計測」、「ドプラ計測」、「組織ドプラ計測」、「
トラッキング計測」、および「ストレスエコー計測」の各検査法に対応する評価項目が示
されている。「容積・面積・距離計測」は、Ｂモード画像を用いて被検体内のある領域の
容積・面積の計測、あるいは被検体内のある２点間の距離を計測するものである。「ドプ
ラ計測」はＢモード画像上において指定された位置における例えば血流の速度を計測する
ものである。「組織ドプラ計測」は、例えば心臓内の弁の動きなど、組織の速度を計測す
るものである。「トラッキング計測」は、例えば心臓の１心拍分の動画像を取得し、当該
動画像において心臓組織などの動きをトラッキングするものである。「ストレスエコー計
測」は、被検体に運動的あるいは薬物的なストレスを与えた状態における例えば心臓など
の動きを計測するものである。図２に示された検査法および評価項目はあくまで一例であ
り、その他の検査法あるいは評価項目が評価項目テーブルに含まれていてもよい。
【００３７】
　図２において丸印が付された評価項目が検査法に対応する評価項目である。例えば、「
容積・面積・距離計測」に対応する評価項目は「組織境界明りょう性」および「断面位置
正確性」であり、また「ドプラ計測」に対応する評価項目は「断面位置正確性」である。
このように、１つの検査法に対し、１または複数の評価項目が対応づけられている。
【００３８】
　上述のように、評価項目テーブル２６において各検査法に対応づけられている評価項目
は、当該検査法を適切に行うにあたり超音波画像に必要な要件を示すものである。トラッ
キング計測を例に挙げると、トラッキング計測においては、例えば、心臓の拍動などに応
じて運動する血管壁などの心臓組織を的確に捉え、その動きを追従する必要がある。した
がって、トラッキング計測において超音波画像に求められることは、ノイズ量が少なく、
かつ組織境界が明りょうに映し出されていることである。したがって、図２の例において
もトラッキング計測には超音波画像の評価項目として「ノイズ量」および「組織境界明り
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ょう性」が対応づけられている。
【００３９】
　検査法が特定され、さらに当該検査法に対応付けられた選択評価項目が特定されると、
画像評価部２２は、特定された選択評価項目について評価対象画像の評価を行う。本実施
形態では、画像評価部２２は、各選択評価項目について評価対象画像の評価値を算出し、
各評価値と予め定められた閾値とを比較することで各選択評価項目の評価を決定する。評
価に用いる閾値はユーザによって定められて良く、当該閾値の設定により評価の厳しさが
決定される。例えばノイズ量の評価について、ノイズが少しでも含まれている評価対象画
像は検査に用いたくない場合には、閾値を厳しく（後述のＳＮ比との関係においては高く
）設定することで、ノイズ量がほとんどない評価対象画像のみを検査に用いる画像として
識別することができる。同じ評価項目であっても検査法によって閾値を変更するようにし
てもよい。
【００４０】
　ここで、図２の例に示された各評価項目についての評価手法の例をそれぞれ説明する。
【００４１】
　ノイズ量の評価は、評価対象画像のＳＮ比（信号対ノイズ比）に基づいて行う。例えば
、評価対象画像の表示範囲を対象として、その輝度平均値を輝度標準偏差で割った値をＳ
Ｎ比として算出する。このように算出されたＳＮ比が大きければノイズ量が少ないと判断
でき、ＳＮ比が小さければノイズ量が多いと判断できる。画像評価部２２は、算出された
評価対象画像のＳＮ比と予め定められた閾値との比較によって、評価対象画像がノイズ量
の評価基準を満たしているか否かを判定する。
【００４２】
　組織境界明りょう性の評価は、超音波画像から得られる輝度ヒストグラムの形状に基づ
いて行う。評価対象画像において組織境界が明りょうであれば、輝度値が低い箇所と高い
箇所がはっきりと分かれるため、その輝度ヒストグラムは二峰性となる。輝度ヒストグラ
ムにおける二峰が分離しているほど組織明りょう性が高いと判断できる。したがって、画
像評価部２２は、評価対象画像の輝度ヒストグラムにおける二峰の分離性を示す指標であ
る分離度を測定し、当該分離度と予め定められた閾値との比較によって、評価対象画像が
組織明りょう性の評価基準を満たしているか否かを判定する。
【００４３】
　組織境界明りょう性の評価のための別の方法として、組織境界近傍の輝度差を利用して
もよい。まず、評価対象画像において二値化処理や輪郭抽出処理を実施して組織境界の抽
出を行う。次に、組織境界近傍で境界を挟んだ２つの領域の輝度差を算出する。この輝度
差と予め定められた閾値との比較によって、評価対象画像が組織明りょう性の評価基準を
満たしているか否かを判定するようにしてもよい。
【００４４】
　断面位置正確性の評価は、対象断面の標準パターンの類似度に基づいて行う。評価対象
画像において目的とする断面位置の画像が的確に描出されていれば、その画像は、対象断
面の標準的なパターンとよく一致しているはずである。例えば、対象断面の標準パターン
を準備しておき、これと描出断面との類似度を計算する。当該類似度と予め定められた閾
値との比較によって、評価対象画像が断面位置正確性の評価基準を満たしているか否かを
判定する。
【００４５】
　軟部組織明りょう性の評価は、スペックルの統計的性質に基づいて行う。評価対象画像
の軟部組織が明りょうであれば、スペックルが明りょうに描出されるはずである。明りょ
うでなければ、ノイズが重畳されていたり、スペックルが抜け落ちて陰影になっていたり
する。したがって、スペックルの統計的性質によって軟部組織明りょう性を評価すること
ができる。例えば、前述の二値化や輪郭抽出法などの領域分割法により軟部組織の領域を
抽出し、当該領域の統計量を算出する。例えば、当該領域のヒストグラムを算出すると、
そのヒストグラムはスペックル特有の形状を示す。したがって、ヒストグラムの平均や分
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散、尖度、歪度などの統計量を算出し、当該統計量と予め定められた閾値とを比較するこ
とで軟部組織明りょう性を評価することができる。また、当該ヒストグラムは、スペック
ルが存在すれば、レイリー分布、Ｋ分布、あるいは仲上分布などに従うことから、当該ヒ
ストグラムのこれらの分布への適合度を算出し、これに基づいて軟部組織明りょう性を評
価するようにしてもよい。さらに、濃度共起行列の特徴量を算出し、この特徴量がスペッ
クル特有の数値と一致しているか評価するようにしてもよい。例えば、Ｂモード画像上に
おいて方位方向と深さ方向の濃度共起行列を演算することでコントラストの特徴量を求め
、コントラストの特徴量に基づいてスペックルの大きさが算出可能か否かによって軟部組
織明りょう性を評価するようにしてもよい。
【００４６】
　本実施形態では、特定された選択評価項目が複数存在する場合は、画像評価部２２は複
数の選択評価項目それぞれについて評価を行い、複数の選択評価項目全てについて要件を
満たしている（すなわち良評価である）場合に評価対象画像は当該検査法において用いる
ことができる、と判定する。しかし、判定の方法としてはこの方法に限られない。例えば
、評価対象画像について１つの全体評価値を算出するようにしてもよい。この場合、評価
対象画像について、評価項目テーブル２６において定義された全ての評価項目について評
価を行い、算出された評価値（例えばノイズ量ならＳＮ比、組織境界明りょう性なら輝度
ヒストグラムの二峰の分離度）を加重加算した値を全体評価値として算出する。全体評価
値の算出式は、例えば以下に示す式となる。
 
　Ｅ＝αＡ＋βＢ＋γＣ＋δＤ
 
　上記式においてＥは全体評価値、Ａは評価対象画像のＳＮ比（ノイズ量）、Ｂは評価対
象画像の輝度ヒストグラムの二峰の分離度（組織境界明りょう性）、Ｃは対象断面の標準
パターンの類似度（断面位置正確性）、Ｄは軟部組織領域のヒストグラムの平均値など（
軟部組織明りょう性）を示す。α、β、γ、およびδは各評価項目の重み付けである。
【００４７】
　各評価項目の重み付けを検査法に応じて変化させることで、検査法に応じた全体評価値
を算出することができる。例えば、ドプラ検査においては、断面位置正確性が重要である
ため、γを１に近い値とし、その他のα、β、およびδをほぼ０の値とする。画像評価部
２２は、算出された全体評価値Ｅを予め定められた閾値と比較することで、評価対象画像
がユーザ指定の検査法に適した画像であるか否かを判定する。重み付けした全体評価値に
より画像評価を行うことで、評価項目を考慮するものと考慮しないもの２つに分けるので
はなく、各評価項目をどの程度考慮するのかを指定することが可能になる。これにより、
より超音波画像が検査に用いるのに適した画像か否かの判定をより詳細に行うことが可能
になる。
【００４８】
　動画像に対して評価を行う場合は、動画像を形成する複数の静止画像を評価対象画像と
し、動画像に含まれる各評価対象画像に対して上述の画像評価を行う。本実施形態では、
動画像の評価の判定として、当該動画像に含まれる複数の評価対象画像全てが良評価であ
る場合に当該動画像を良判定とする。すなわち、動画像に含まれる複数の評価対象画像の
うち１枚でも悪評価であれば動画像全体が悪評価とする。これにより、例えばストレスエ
コー計測において１心拍分の心臓の拍動を示す動画の評価にあたり、一瞬プローブが被検
体表面から浮いてしまいＢモード画像が真っ黒になってしまった場合などに当該動画は検
査に用いるのに適さないと判断することができる。動画像の評価の判定は上記方法に限ら
れず、例えば、動画像に含まれる複数の評価対象画像の評価値の平均値と所定の閾値とを
比較して判定するようにしてもよい。
【００４９】
　画質評価部２２による評価対象画像の評価が終了すると、超音波診断装置１０は、当該
評価結果に応じた処理を行う。以下、評価結果に応じた処理をリアルタイムで評価を行っ
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た場合と、事後的に画像評価を行った場合とに分けて説明する。
【００５０】
　リアルタイム画像評価を行った場合であって、評価対象画像の評価が良評価であった場
合は、表示部３０に各選択評価項目についての各評価値を表示した上で、評価対象画像を
用いた検査のための動作に移行する。例えば、Ｂモード画像上における距離計測であれば
、良評価が得られた超音波画像においてフリーズさせ、当該超音波画像において距離を計
測する位置を自動あるいは手動により設定する。また、ストレスエコー計測であれば、評
価対象画像（動画像）を保存対象として自動選択する処理を行う。
【００５１】
　リアルタイム画像評価を行った場合であって、評価対象画像の評価が悪評価であった場
合は、表示部３０に評価を行った評価項目についての各評価値を表示した上で、選択評価
項目のうち悪評価だった評価項目を明示する。図３は、画質評価結果が表示部に表示され
る例を示す図である。図３に示されるように、表示部３０には、画像形成部１８が形成し
た超音波画像であるＢモード画像４０とともに、当該Ｂモード画像４０の評価結果４２が
示されている。図３の例は、トラッキング計測に用いる評価対象画像の評価結果が示され
ており、評価結果４２においては、評価項目テーブル２６においてトラッキング計測に対
応付けられた選択評価項目である「ノイズ量」および「組織境界明りょう性」についての
各評価結果が示されている。評価結果の表示態様としては、図３のように良評価を「ＯＫ
」、悪評価を「ＮＧ」と文字で表示するほか、色で良評価と悪評価を識別するようにして
もよい。あるいは、悪評価の評価項目のみを表示するようにしてもよい。
【００５２】
　各評価項目の評価結果とともに、悪評価だった評価項目を改善するための対応策を示す
コメントを表示するようにしてもよい。例えば、「ノイズを下げる」「コントラストを調
整する」「断面位置を正確にする」「陰影に注意する」などそれぞれの評価項目に対応す
るコメントを表示してもよい。特に、リアルタイムにおける評価においては、悪評価を迅
速に改善して検査に用いることができる超音波画像を取得できるようにすることが肝要で
あるから、当該対応策を表示することが重要になる。ユーザが当該コメントに応じて対応
策を講じて、すべての評価項目について良評価となれば、上述のように評価対象画像を用
いた検査のための動作に移行してよい。
【００５３】
　また、評価結果に応じて、パラメータ設定部２０が設定する各パラメータを自動的に変
更させるようにしてもよい。例えば、組織境界明りょう性や軟部組織明りょう性について
悪評価であると判断された場合は、パラメータ設定部２０はこれらを改善するために評価
対象画像のコントラストを上げる、あるいはゲインを上げるなどの自動調整を行うように
してもよい。
【００５４】
　事後的に画像評価を行う場合は、シネメモリ１６に蓄積されているビームデータから形
成される評価対象画像に対して画像評価を行う。リアルタイムの画像評価では、連続的に
取得されるビームデータから形成される評価対象画像が検査に必要な最低限の要件を満た
しているか否かを刻々と判定するものであったが、事後的な画像評価においては、既に蓄
積された複数の評価対象画像から良判定の画像を選択する処理となる。このため、複数の
評価対象画像のうちベストの画像を選択したり、あるいは評価値の高い順に画像を並べて
表示しユーザに選択させたりすることが可能となる。
【００５５】
　ストレスエコー計測を例に、事後的な画像評価について説明する。ストレスエコー計測
では、例えば、運動の負荷別に３～４ステージに分け、ステージ毎に１心拍分の動画像を
選定し、選定された動画像により検査が行われる。ストレスエコー計測における事後的な
画像評価においては、ステージ毎に取得された複数心拍分の評価対象画像から検査に最も
適した１心拍分の評価対象画像を選択する。
【００５６】
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　ストレスエコー計測における事後的な画像評価においては、シネメモリ１６に蓄積され
ている全心拍分のビームデータから形成される複数の評価対象画像に対して、画像評価処
理を行う。シネメモリ１６には複数心拍分のビームデータが時系列順に記憶されているた
め、例えば心電波形などに基づいて、これらのビームデータを心拍毎に分け、心拍ごとの
動画像を形成する。評価対象は動画像となるため、上述のように、動画像を形成する複数
の評価対象画像全てについて画像評価処理を行う。例えば、シネメモリ１６に５心拍分の
ビームデータが蓄積されている場合、画像評価部２２は、心拍毎に評価結果を算出する。
例えば、１心拍目の動画像に含まれるＮ個の評価対象画像毎に上述の全体評価値Ｅ１１・
・・Ｅ１Ｎを算出する。そして、Ｅ１１・・・Ｅ１Ｎの平均値Ｅａｖｅ１を算出しこれを
１心拍目の動画像の全体評価値とする。２～５心拍目についても同様に全体評価値Ｅａｖ

ｅ２～Ｅａｖｅ５を算出する。そして、Ｅａｖｅ１～Ｅａｖｅ５のうち最も評価値が高い
ものを検査に用いる心拍動画像として選択する。このようにして、例えばＥａｖｅ１～Ｅ

ａｖｅ５の全てが良判定となっていたとしても、さらにその中から評価値の最も高いベス
トの画像を選択することができる。あるいは、５心拍分の動画像を評価順に並べて表示さ
せ、検査に用いる画像をユーザに選択させるようにしてもよい。
【００５７】
　以下、図１を参照しながら図４を参照して超音波診断装置１０の動作の流れを説明する
。図４は、本実施形態に係る超音波診断装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【００５８】
　ステップＳ１０において、画像形成部１８は、送受信部１４からの１フレーム分のビー
ムデータに基づいて超音波画像であるＢモード画像を形成する。形成されるＢモード画像
は静止画であっても複数の静止画からなる動画像であってもよい。
【００５９】
　ステップＳ１２において、画像評価部２２はユーザ入力に基づいて、検査法を特定する
。さらに、画像評価部２２は評価項目テーブル２２を参照して、特定した検査法に対応付
けられている１または複数の選択評価項目を特定する。
【００６０】
　ステップＳ１４において、画像評価部２２は、特定された１または複数の選択評価項目
のうちの１つの選択評価項目について、評価対象画像について評価し評価値を算出する。
評価値とは、上述のように、例えばＳＮ比や輝度ヒストグラムの二峰の分離度である。
【００６１】
　ステップＳ１６において、画像評価部２２は、ステップＳ１４で算出した評価値が予め
定められた閾値よりも大きいか否か、すなわち選択評価項目についての評価対象画像の評
価が所定の閾値よりも良い評価であるか否かを判定する。
【００６２】
　ステップＳ１６で評価値が閾値よりも小さい場合、画像評価部２２は、評価対象画像は
特定された検査法に用いるのに適切な画像ではないと判定する。そして、ステップＳ１８
において、閾値よりも小さかった選択評価項目の評価値を改善させるための処置を行う。
例えば、表示部３０に評価が低かった選択評価項目を表示するとともに改善策を示すコメ
ントを表示させる。あるいは、閾値よりも小さかった選択評価項目の評価値がゲイン調整
やコントラスト調整で改善される場合においては、これらの調整を自動的に行う。
【００６３】
　ステップＳ１６で評価値が閾値以上であった場合、ステップＳ２０に進み、画像評価部
２２は、ステップＳ１２で特定された選択評価項目の全てにおいて評価が完了したか否か
を判定する。全ての選択評価項目についての評価が完了していない場合は、ステップＳ１
４に戻り、まだ評価していない選択評価項目についての評価を行う。
【００６４】
　ステップ２０で全ての選択評価項目について評価が完了していると判断された場合、す
なわち全ての選択評価項目について良評価であった場合は、画像評価部２２は、評価対象
画像は特定された検査法に用いるのに適切な画像であると判断する。そして、ステップＳ
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２２において評価対象画像を用いた当該検査法による検査が実施される。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　超音波診断装置、１２　プローブ、１４　送受信部、１６　シネメモリ、１８　
画像形成部、２０　パラメータ設定部、２２　画像評価部、２４　記憶部、２６　評価項
目テーブル、２８　表示制御部、３０　表示部、３２　入力部、３４　制御部。

【図１】 【図２】
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